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  ダウンロードできます。        http://www.kuma8020.com/kokuho/

 

 

平成２２年４月より 

■ 介護保険料が変わりました！                    

     第２号被保険者         ２，7００円        ２，５００円 

     （４０歳以上６５歳未満）              新               旧  

 

■ 保険料についてのご注意！ 
 
  ※後期高齢者支援金分は、０歳から７４歳までの全ての被保険者に、介護分保険料  
   は、４０歳以上６５歳未満の全ての被保険者に負担いただく保険料です。 
 

 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪性症候群）予防のための特定健診･特定保健指導 

 

■ ４０歳から７４歳までのすべての被保険者が対象です！ 

 熊本県歯科医師会が毎年実施しております健康診断を受診していただければ、労働安全衛生法お

よび特定健診のいずれも該当するような健診項目に見直しております。今まで健診を受けていなかっ

たご家族の方も、ぜひ受診していただきますようご案内いたします。４０歳未満の方は例年どおりの健

診を受けてください。 

 

★ 各郡市歯で実施される県歯主催の健診には、次の特定健診の内容が含まれています。 

１．既往症の調査  ２．自覚症状及び他覚症状の有無の検査  ３．身長・体重及び腹囲の検査   

４．ＢＭＩの測定  ５．血圧の測定  ６．肝機能検査  ７．血中脂質検査  ８．血糖検査  ９．尿検査 

 



 注 意 

 「市町村の健康診断」を受けていた４０歳から７４歳までの当組合の被保険者の方は、医療保険者が

市町村ではないため「市町村の健康診断」を受診できなくなっております。ただし、市町村が行うがん

検診等は受けることができますので、詳しくは各市町村にお尋ねください。 

 

 組合からの補助 

● 県歯主催の健診を受けられた場合 

 歯科医師国保に加入している従業員の方が受診された場合は、申請により１名につき 6,000 円の補

助、甲種組合員の配偶者（４０歳未満）は 5,000 円の補助、追加項目は領収証の添付により半額を補助

致します。 

 また、特定健康診査対象のご家族は、１名につき 5,000 円を組合で負担します。（申請は不要です） 

● 特定健康診査対象のご家族が県歯主催健診会場以外で特定健診を受けられた場合 

 健診結果をお送りいただき、特定健診とみとめられた場合は、１名につき 5,000 円を補助します。 

  

出産育児一時金の申請について 
 

 妊娠・出産は病気とみなされないので、正常な分娩の場合は健診費用や分娩費用等はすべて自費

扱いになります。高額となる出産費用の一部をまかなうのが「出産育児一時金」です。 

 
出産育児一時金の申請方法は… 
 
■ 原則、直接病院と「合意文書」を交わしていただきます 
 

 原則として、組合員の方が直接病院と「合意文書」を交わしていただくことで、当組合から直接病院等

に出産育児一時金等が支払われます（直接支払制度といいます）。このことで、窓口で出産費用をで

きるだけ現金で支払わなくて済むようになります。 

 

※ 直接支払制度を希望されない場合は出産後に組合員の方に支払う制度をご利用頂くことも可能です。その 

 場合、一旦全額を病院等にお支払い頂くことになります。 

 

 

■ 差額分が生じた場合、当組合に申請ください 
 

 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額未満であった場合には、その差額分は後日、組合

員の方から当組合に請求することにより支給されます。 

 

※ 支給額は産科医療補償制度に加入している分娩機関でお産をした場合、４２万円です。それ以外の場合は 

 ３９万円となります。 

 

 

 

 



  当組合で 

よくあるご質問に

 お答えします。

 

 

 

 

  歯科医師国保の資格を喪失した場合、何か手続きは必要ですか？また、今まで使っていた保険証  

 は、自分で処分しても良いですか？ 

 

  組合の資格を喪失した場合は、「資格喪失届け」をご提出いただく必要があります。当組合に喪失

する旨をご連絡頂いてから、届出用紙をお送りします。また、保険証は資格喪失届けと一緒に必ずご

返送ください。 

 

 

  国保の保険料は、誰が負担しなければいけないのですか？ 

 

  国保の保険料の負担は、原則、ご本人様が負担することになっております。スタッフの方が全額負

担されるか、先生が一部を負担されるかは各診療所様のご判断にお任せします。 

 

 

 

セントレジャー城島高原『キジマニアクラブ』 

 

 『キジマニアクラブ』特別ご優待のご案内チラシが届いております。是非ご覧下さい。 

 

 割引クーポン券はホームページ（http://www.kijimakogen.jp/）からもダウンロードできるようになり

ました。携帯版（http://bemss.jp/kijimakogen/）も利用できるようになりました。 

 

 ●携帯版のご利用にはログインＩＤの入力が必要です   →     kumashikokuho 

 

『阿蘇ファームランド』特別ご優待のご案内 

 

 『阿蘇ファームランド』特別ご優待のご案内チラシが届いております。是非ご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 加入・喪失のご連絡は１４日以内に！ 

喪失の場合は、喪失届けと一緒に必ず被保険者証をご返却ください。 

 

 

 

 

  編 集 後 記 

  

  菊池渓谷に行ってきました。まだまだ残暑が残る暑い日 

 でしたが散策コースはクーラーが効いたようにひんやりし 

 ていました。500 メートル程登って断念、引き返したのです 

 が、まだすっと道が続いていました。そのうち、いつか頂上 

 の景色を見てみたいです。これからは紅葉がきれいです。  

                              （Ｋ．Ｏ） 

 

    

 

熊本県歯科医師国民健康保険組合         〒８６０－０８６３ 

                               熊本市坪井２丁目４番１５号 

                                Ｔｅｌ 096-343-0419  Ｆａｘ 096-343-0421 

                                         URL http://www.kuma8020.com/kokuho/
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